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 寒暖の差が激しいですね。二男のクラスがインフルエンザによる学級閉鎖になりました。 

 体調管理には十分お気を付けください。 

 今月は、相続手続⑶についてお話したいと思います。 

 

 相続人の順位・範囲について  

  民法には、相続人の順位・範囲が規定されています。 

    ⑴ 第 1順位相続人：被相続人の子・代襲相続人・再代襲相続人 

    ⑵ 第 2順位相続人：被相続人の直系尊属 

    ⑶ 第 3順位相続人：被相続人の兄弟姉妹・代襲相続人 

  被相続人死亡日（相続開始の日）に⑴の方が全員いらっしゃらない場合に⑵が、⑴⑵の方が

全員いらっしゃらない場合に⑶の方が相続人となります。 

  また、⑴の方全員が相続放棄、廃除、欠格事由に該当する場合に⑵が、⑴⑵の方全員が相続

放棄、廃除、欠格事由に該当する場合に⑶の方が相続人となります。 

  なお、配偶者（夫・妻）には順位はなく、常に相続人となります。 

  ⑴から⑶の方と配偶者との法定相続分（割合）は次のとおりとなります。 

    ➀ ⑴ 1/2 ： 配偶者 1/2 

    ② ⑵ 1/3 ： 配偶者 2/3 

    ③ ⑶ 1/4 ： 配偶者 3/4 

  今月は、⑴についてお話します。 

 

 被相続人の子・代襲相続人・再代襲相続人について  

 ⑴ 被相続人の子について 

   被相続人の子は、実子だけでなく養子も含みます。 

   非嫡出子については、被相続人は母の場合は相続人になりますが、被相続人が父の場合、

認知がなければ当然に相続人にはなりません。 

   配偶者の連れ子は実子（自然血縁関係）ではないため、相続人とはなりません。但し、被

相続人と養子縁組をしている場合は相続人となります。 



 ⑵ 代襲相続人について 

   相続人である子が被相続人死亡日以前（同時死亡も含みます。）に死亡した場合や相続放

棄以外の事由（廃除・欠格事由）に該当し相続権を失ったときに、相続人である子の子（被

相続人の孫、但し、被相続人の直系卑属であること。）が代わりに相続することになりま

す。 

   養子縁組前に生まれている養子の子は、代襲相続人にあたりません。養子は縁組日より養

親の嫡出子（法定血縁関係が生ずる。）となるため、縁組日より前に生まれている養子の子

は被相続人の直系卑属（法定血縁関係発生後に生まれた子）ではないためです。 

   また、養子縁組後に生まれた養子の子であっても、離縁している場合は代襲相続人にあた

りません。 

 ⑶ 再代襲相続人 

   代襲相続人（被相続人の孫）に⑵と同じ場合や事由に該当し相続権を失った場合、代襲相

続人の子（被相続人のひ孫）が代わりに相続することになります。 

 

 具体例  

  被相続人に 6,000万円の遺産があった場合の法定相続分について考えてみます。 

  なお、（死亡日）は➀から④の順番とします。 

 

                   Ｇ 

 

                   Ｈ 

             Ｂ          Ｋ  

                   Ｉ（死亡日③） 

     Ａ       Ｃ（死亡日➀） 

 

被相続人      Ｄ（死亡日②） 

   （死亡日④）          Ｊ 

             Ｅ 

 

             Ｆ 

 

  この場合の相続人は、 

⑴ 被相続人の子であるＣ、Ｄ、Ｆ（1/2×3名＝各相続分 1/6）と配偶者であるＡ（相続

分 1/2）が相続人となります。 



   ⑵ しかし、ＣとＤは被相続人死亡日以前に死亡していますので、Ｃの子であるＧとＩ

（Ｃの相続分 1/6×2名＝各相続分 1/12）、Ｄの子であるＪ（Ｄの相続分 1/6）が代わ

りに相続人（代襲相続人）となります。 

   ⑶ さらに、Ｃの子であるＩが代襲相続人となるところ、Ｉは被相続人死亡日以前に死亡

していますので、Ｉの子であるＫ（Ｉの相続分 1/12）が代わりに相続人（再代襲相続

人）となります。 

   ⑷ なお、代襲相続の場合、Ｂ、Ｅ、Ｈには相続権はありません。 

 

  以上を整理すると、相続人の範囲と各々の相続分（遺産総額 6,000万円）は以下のとおりと

なります。 

   配偶者Ａ・・・・・・相続分 1/2  3,000万円 

   被相続人の子Ｆ・・・相続分 1/6  1,000万円 

   代襲相続人Ｇ・・・・相続分 1/12   500万円 

   代襲相続人Ｊ・・・・相続分 1/6  1,000万円 

   再代襲相続人Ｋ・・・相続分 1/12   500万円 

 

 最後に  

  相続の相談を受けていると、「法定相続分どおりにきっちりと分けなければいけない。そう

しないと法律違反になる。」と考えられている方がいらっしゃいます。 

  確かに勝手に相続分を変更することはできませんが、遺産の種類、各相続人の年齢・生活状

況・心身の状態等考慮しながら分割することはできます。 

  どうしたら良いか分からない場合は、ご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 次回に知りたい、書いてほしい事柄等ございましたら、下記の当事務所の電話、ファックス、

メール、ホームページ上のお問合せフォームよりご連絡下さい。 
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